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はじめに 

 

 平成２４年１０月に高知県内における国土交通省発注の土木工事に関し、公

正取引委員会から省全体としての改善措置を求める要請を受け、国土交通本省

においてとりまとめられた「当面の再発防止対策について」を踏まえ、近畿地方

整備局においては、コンプライアンスの推進及びそのための内部統制の強化を

図るための「近畿地方整備局コンプライアンス推進本部」を設置し、毎年度、近

畿地方整備局コンプライアンス推進計画を策定して、コンプライアンスを組織

に定着させる取組を繰り返し実施してきました。 

令和５年度においても、職員一人一人が高い倫理観と誠意をもって法令を遵

守しつつ、公平、公正に自らの使命と役割を果たすことに努め、国民からの確か

な信頼を得ることができるよう、コンプライアンスの推進に努めてきました。 

本書は、「令和５年度近畿地方整備局コンプライアンス推進計画」に基づき実

施した取組状況等をとりまとめ、報告するものです。 

 

令 和 ５ 年 度 コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 計 画 に 基 づ く 主 な 取 組 状 況

 

取組名　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　４月 ５月 ６月 ７月 ８月　 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

コンプライアンス
推進本部会議

25_推進本部会議 30_推進本部会議 27_推進本部会議 26_推進本部会議 26_推進本部会議 31_推進本部会議 28_推進本部会議 12_推進本部会議 30_推進本部会議 27_推進本部会議 26_推進本部会議

コンプライアンス
推進室会議

24_推進室会議 19_推進室会議 5_推進室会議

コンプライアンス
担当建設専門官等

会議

26_担当者会議 6/1_担当者会議 29_担当者会議 27_担当者会議 27_担当者会議 11/1_担当者会議 29_担当者会議 13_担当者会議 31_担当者会議 28_担当者会議 27_担当者会議

コンプライアンス
に関する

研修

5_新規採用職員 10_新任管理職
17_河川管理
22_道路管理

12_用地事務職員初
級
19_行政基礎（Ⅰ期）
26_OFF-JT

3_新任係長（Ⅰ期）
　
28_行政基礎（Ⅱ期） 4_新任係長（Ⅱ期）

5_建設生産ｼｽﾃﾑ（事
務所係長級）
11_まちづくり
11_生産性向上
21_経理専門
25_新任係長（Ⅲ期）

5_用地事務職員上級
11_洪水解析・予測技
術
11-13_コンプライアン
ス
16_電気通信技術上
級
23_環境技術

27_河川道路技術初
級
27_建設生産ｼｽﾃﾑ
　　　　（監督・検査）

12_法制実務

コンプライアンス
に関する
講習会

 
6_管内出張所長・建
設監督官会議
15_豊岡
21_福井ﾌﾞﾛｯｸ
28_兵庫ﾌﾞﾛｯｸ
港湾ﾌﾞﾛｯｸ（27,28,29,
10/5）

18_滋賀ﾌﾞﾛｯｸ
27_京都ﾌﾞﾛｯｸ

13_大阪ﾌﾞﾛｯｸ
21_奈良三重ﾌﾞﾛｯｸ

1_和歌山ﾌﾞﾛｯｸ

コンプライアンス
ミーティング
（意見交換）

コンプライアンス
トレーニング

（取組状況の点検）

啓発資料
（ポップアップ）

（広報紙）

一般監査

31_紀伊山系 7-8_滋賀国道
14_六甲砂防
22_大戸川ダム
28-29_琵琶湖

5-6_京都国道
12-13_兵庫国道
30_近畿道路メンテ

2_淀川ダム
16-17_足羽川
29_舞鶴港湾
30-1_福知山

6_大阪港湾・空港整
備
7-8_大和川
14_紀の川ダム

コンプライアンス
推進本部による

事務所モニタリング

「発注事務の情報管
理」
・福知山
・紀南

「ハラスメント」
・大阪国道
・和歌山港湾

「少額随契適正化」
・舞鶴港湾
・近畿道路メンテ

「不当な働きかけ」
・淀川
・六甲砂防

　
「発注事務の情報管
理」
・浪速
・兵庫

　
「行政文書管理」
・紀の川ダム
・近畿技術

　
「公務員倫理」
・福井
・木津川

「事業者との応接方
法」
・紀伊山系
・淀川ダム

　
事務所巡回
（情報共有）
（意見交換）

7/6_京都国道
7/12_大戸川ダム
7/13_明石公園
7/20_近畿道路メンテ
7/27_琵琶湖
7/28_豊岡
7/31_飛鳥公園

8/2_福知山
8/4_淀川
8/9_福井・足羽川ダ
ム
8/23_木津川

9/6_紀伊山系
　　　・紀の川ダム
9/7_兵庫国道
9/8_大阪国道
9/11_九頭竜川ダム
9/12_六甲砂防
9/14_滋賀国道
9/14_姫路
9/27_神戸技調
9/27_神戸港湾
9/28_和歌山港湾
9/29_大阪港湾
9/29_猪名川

10/5_舞鶴港湾
10/25_京都営繕
10/30_和歌山

11/7_大和川
11/15_紀南
11/16_淀川ダム
　　　　近畿技術
11/28_奈良国道

1/12_浪速国道

不当要求に係る
意見交換会等

・弁護士との覚書締
　結

30_不当要求防止対
　策連絡会（三重）

15_足羽川ダム建設
　事業に関する不当
　要求等対策連絡会

20_不当要求行為に
  関する講習会
  （大阪）

1_不当要求対策講
　習会（京都）
14_公共事業等行
　政対象暴力対策
　協議会（滋賀）
20_暴力団等排除連
  絡協議会、不当要
　求等に関する講習
　会（和歌山)

8_暴力団排除・不当
　要求対策研修会
　（福井）
11_不当要求行為等
　防止対策講演会
　（三重）
14_暴力団等排除連
　絡協議会、不当要
　求対策講習会（奈
　良）
25_管内不当要求行
  為対策に関する意
　見交換会

22_不当要求対策
 講習会（兵庫）

第４回ミーティング
「ハラスメント」
【12/21～2/8】

第１回ミーティング
「発注者綱紀保持」

【6/6～7/7】

第２回ミーティング
「公務員倫理」
【7/31～9/15】

第３回ミーティング
「理解度チェック」
【11/14～12/13】

第１回
トレーニング

意識向上取組等
【6/19～7/28】

第２回
トレーニング

執務環境の整備等
【8/30～10/13】

第３回
トレーニング

図面作成業務の適切な執行・予算管理の厳格化
【12/1～2/16】

偽装請負
過去の不正事案

振り返り推進計画
発注事務に関す
る情報管理等

利害関係者との
間のルール

ハラスメント
を考える 行政文書管理 不当要求行為対応

発注綱紀保持
規程違反報告

事業者等との
応接方法

令和４年度
理解度チェック

の振り返り

個人情報保護、
情報セキュリティ

12/7-1/31_ハラスメント （一般向け）
ハラスメント
（幹部向け）
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Ⅰ 発注事務に係る法令の遵守及び綱紀保持  

 

１ 法令の遵守及び綱紀保持の徹底 

近畿のインフラ整備を担う近畿地方整備局において、発注事務は重要な業

務であり、関係法令の遵守や綱紀の保持が求められる。 

近年発生している発注事務に関する不正事案を踏まえ、近畿地方整備局発

注者綱紀保持規程（以下「規程」という。）及び近畿地方整備局発注者綱紀

保持マニュアル（以下「マニュアル」という。）において、職員の責務とし

て規定されている「情報の適切な管理」「秘密の保持」「事業者等との応接方

法」「報告」に重点をおき、以下の取組を行う。 

 

（１）発注者綱紀保持に関する基本事項の徹底 

コンプライアンスミーティング、研修・講習会、各部門の会議及び所内 

会議等（以下「研修等」という。）の場を活用し、規程等において規定さ 

れている職員の責務について、職員に周知徹底する。 

また、少なくとも年１回は、全職員が研修等を原則受講することとす 

る。 

 

（取組実績） 

  令和５年度においても、研修等の場を活用して、規程に規定されている基本

的事項について、職員全員に周知徹底を図りました（取組の詳細は、「Ⅲ 職

員のコンプライアンス意識向上の取組手法」を参照）。 

 

 

 （２）情報管理の徹底と入札契約手続きの適正な執行 

① 情報管理の徹底 

一般公表前の「発注見通し」「入札公告等」「入札参加事業者名」「総合

評価点」「予定価格・調査基準価格・請負工事（業務）費計算書」等の発

注事務に関する秘密情報の管理を定めた「発注事務に関する情報管理の

ルール（以下、「情報管理のルール」という。）」の徹底、秘密情報を業務

上取り扱う者を定めた「情報管理責任者・業務上取り扱う者指定簿（以

下、「指定簿」という。）の更新、情報管理のルール及び指定簿の写しに

よる職員への周知、情報管理責任者による管理状況の確認や情報管理総

括責任者による点検結果の確認（指導・助言）等、発注事務に関する情

報の適正な管理の取組を徹底する。また、コンプライアンストレーニン

グ等の機会に、取組状況の確認を行う。 

 

（取組実績） 

   第１回コンプライアンスミーティングにおいて、令和４年度に発覚した関

東地方整備局における発注事務に係るコンプライアンス違反事案を参考にし
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て作成した事例を基に、「情報の適切な管理」、「秘密の保持」、「発注者綱紀保

持規程に抵触すると思料する事実を確認したときの対応」をテーマとして、全

職員に周知徹底を図りました。 

また、整備局が主催する研修や講習会において、題材として取り上げたほか、

第１回コンプライアンストレーニングにおいて、技術・事務副所長が秘密情報

の管理方法、情報管理責任者等の指定及び発注事務に関する情報管理ルール、

共有フォルダのアクセス制限について点検、確認を行うとともに、情報管理の

徹底について意見交換を行いました。 

また、研修等においても本事案の概要や発生の要因等を説明して、情報管理

のルールの徹底について講義しました。 

 

 

〇 第１回コンプライアンスミーティング 
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○ 研修テキスト 

 

 

② 積算業務と審査・評価業務の分離  

積算業務と審査・評価業務の双方の情報を知る機会や知る者の数を限

定することにより情報漏洩の防止を図るため、本局・事務所において発

注する工事の積算業務と審査・評価業務の分離を行う。  

 

（取組実績） 

   平成２５年度より、一般土木工事等について、各事務所が発注する工事の

「審査・評価業務」を当該事務所以外のブロックの代表事務所で行うこととし、

代表事務所には品質確保課を設置して、「積算業務」と「審査・評価業務」を

分離しています（以下「ブロック構成」のとおり）。 

また、平成２９年度より、本局発注工事について、「積算業務」、「競争参加

資格の審査業務」、「技術資料の審査・評価業務」の３つを分離し、同一の担当

者にこれらの業務を兼務させないようにするとともに、執務室の分離も図っ

ています。 

    

なお、港湾土木工事等については、当該事務所が発注する工事の「審査・評

価業務」を港湾空港部品質確保室で行うこととし、「積算業務」と「審査・評

価業務」を分離しています。 

◯ブロック構成

代表事務所 構成事務所 代表事務所 構成事務所

福井河川国道事務所 足羽川ダム工事事務所 近畿技術事務所

九頭竜川ダム統合管理事務所 大阪国道事務所

滋賀国道事務所 琵琶湖河川事務所 浪速国道事務所

大戸川ダム工事事務所 猪名川河川事務所

京都国道事務所 淀川ダム統合管理事務所

京都営繕事務所 大和川河川事務所

福知山河川国道事務所 近畿道路メンテナンスセンター

兵庫国道事務所 豊岡河川国道事務所 奈良国道事務所 木津川上流河川事務所

姫路河川国道事務所 国営飛鳥歴史公園事務所

六甲砂防事務所 紀伊山系砂防事務所

国営明石海峡公園事務所 紀の川ダム統合管理事務所

和歌山河川国道事務所 紀南河川国道事務所

淀川河川事務所
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③ 技術提案書等におけるマスキングの徹底  

      入札参加業者名を知る者の数を限定するとともに、特定の業者に

対する不公正な評価及び情報漏洩の防止を図るため、技術審査表、業

者から提出される技術資料等に記載された業者名、所在地等のマス

キングを徹底する。 

 

（取組実績） 

令和４年４月、発注者綱紀保持規程マニュアルの改訂を踏まえ、建設コンサ                                  

ルタント業務等の発注事務におけるマスキングに関するルールについて明確

化し、工事及び業務の技術資料等のマスキング徹底に継続して取り組んでいま

す。 

令和５年度においても昨年度に引き続き、第１回コンプライアンストレーニ

ングにおいて、入札参加事業者名の情報を管理する職員を限定し、事業者提案

等に対する公平な評価、情報漏えいの効果的な防止に資するマスキングの徹底

について、工事及び業務を対象として、全事務所の実施状況を点検、確認を行

いました。 

 

 

    ④ 「２封筒事後審査型」の入札手続きの実施  

      技術評価点と予定価格の漏えいの防止を図るため、一定の要件を

満たす工事において「２封筒事後審査型（技術提案書等と入札書を同

時提出させるとともに、予定価格を入札書提出後に作成する方法）」

を引き続き実施する。  

 

（取組実績） 

平成２６年度より、予定価格６千万～３億円の一般土木工事及び予定価格 

５千万～２億円の港湾土木工事の総合評価落札方式（施工能力評価）を対象と 

して、「２封筒事後審査型」を実施しています。 

なお、国土交通省所管事業の執行について、令和２年度当初予算から、新型 

コロナウイルス感染症の感染状況に応じて柔軟な対応が必要となる場合は、 

入札書及び技術資料の同時提出の取扱いを適用しなくてもよいとする運用を

図っていましたが、一般土木工事においては令和５年１０月より、原則「２封

筒事後審査型」を実施しています。 
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（３）事業者等との応接方法の徹底  

   事業者等との応接方法については、規程第５条及びマニュアルで定めて 

いるとおり、原則、受付カウンター等オープンな場所で複数人の職員により 

対応することを引き続き徹底する。 

また、事業者等との応接方法については、そのルールについて研修等の場 

を活用し、職員に周知徹底する。 

一方、事業者等に対しては、公共事業等の発注事務に係る綱紀の保持に関 

する近畿地方整備局の取組について理解と協力を得ていく。 

  

（取組実績） 

   整備局が主催する研修や講習会において、事業者等との応接ルールについ

て講義したほか、職員への啓発用資料を作成し、各部、各事務所において所属

職員へ周知徹底を図りました。 

 

○ 研修テキスト              

 

◯ 啓発資料 
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（４）規程に抵触すると思料する事実を確認等したときの報告の周知と適正な 

運用  

   事業者等に限らず、同じ職場の職員からであっても、発注担当職員ではな 

い職員から発注事務に関する不当な働きかけがあった場合など、規程に抵 

触すると思慮する事実を確認等したときは、職員の責務として、発注者綱紀 

保持担当者に報告する必要がある。 

また、規程第６条に基づく報告は、違反行為の未然防止や事態の深刻化を 

回避する正しい行為であること、報告した職員は不利益な取扱いを受けな 

いこと、さらに、報告しやすい環境整備として、匿名による報告が認められ 

ていることなど含めて、内部報告の重要性について、研修等の場を活用し、 

職員に周知徹底する。 

 

（取組実績） 

  １）研修等による職員周知の徹底 

    第１回コンプライアンスミーティングにおいて、令和４年度に発覚した 

関東地方整備局における発注事務に係るコンプライアンス違反事案を参考 

にして作成した事例を基に、発注者綱紀保持規程に抵触すると思料する事実 

を確認したときの対応について、全職員に周知徹底を図りました。 

また、整備局が主催する研修や講習会において、講義したほか、啓発活動

用の資料を作成し、所属職員へ周知徹底を図りました。 

 

○ 研修テキスト               ○ 啓発資料 

 

  ２）報告がしやすい環境整備に向けた取組 

発注者綱紀保持規程に抵触すると思料する事実を確認等した職員の心理 

的負担を軽減し、より報告しやすくなるよう、発注者綱紀保持マニュアルを 

改訂し、当該職員から相談、報告を受けた上司が代わりに発注者綱紀保持担 

当者に対する報告を行うことも妨げないことを明記しました。 
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（５）不当な働きかけへの対応等  

職員が事業者等から不当な働きかけを受けた場合には、規程第１２条に 

基づき、その者に対して応じられない旨及び当該不当な働きかけが記録・公 

表される旨を伝えるよう努めるとともに、直属の上司及び発注者綱紀保持 

担当者の両方に報告することとなっている。これらの対応について、研修等 

の場を活用し、職員に周知徹底する 

 

（取組実績） 

   整備局が主催する研修や講習会において、事業者等との応接ルールについ

て講義したほか、職員への啓発用資料を作成し、各部、各事務所において所属

職員へ周知徹底を図りました。 

 

 

○ 研修テキスト              ○ 啓発資料 
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（６）新たに発生した不正事案の再発防止策に関する取組の実施 

令和４年度に発生した「中部地方整備局発注事務に係る不正事案」など、 

年度途中における非違行為等による不正事案が発生した場合には、事案を 

他人事とすることなく、その再発防止策に関する取組の実施に努め、コンプ 

ライアンスの保持を徹底する。 

 

（取組実績） 

  令和５年度においては、新たな不正事案の発生はありませんでしたが、令和 

４年度に発生した「北海道横断自動車道建設工事に係る不適正事案」及び「中 

部地方整備局発注の資材調達等にかかる不正事案」に関して、再発防止策が示 

されたことを受け、各事務所に職場におけるコンプライアンスの徹底につい 

て周知しました。 
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Ⅱ 公正性及び倫理性に係る社会的責任に関する国民目線からの要請に適合す

るため必要な取組  

 

 １ 公務員倫理の徹底  

     職務の執行の公正さに対する国民の疑念や不信を招くような行為の防止

を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保するため、国家公務員倫理法

（同規程を含む。以下同じ。）を遵守することが非常に重要である。 

    人事課は、理解度チェックの結果等も踏まえ、公務員倫理について、以下

の取組を進める。 

 

  （１） 公務員倫理の徹底  

       国家公務員倫理月間（週間）にあわせて、国家公務員倫理法に関す

るセルフチェックシートを用いた自己点検を実施する。 

      また、新任管理職、新任係長及び新規採用職員に対しては自習研修

教材を提供した研修を実施する。 

      さらに、服務・倫理違反に関する窓口への通報は、その必要性も含

め、研修等の場を活用し、職員に周知する。 

 

（取組実績） 

国家公務員倫理月間（１２月）にあわせて、全職員を対象として、「国家公 

務員倫理法・倫理規程セルフチェックシート」を用いた自己点検を実施したほ 

か、啓発ポスターの掲示、倫理月間パンフレットの配布を行いました。また、 

整備局が主催する研修において研修題材として取り上げたほか、各ブロック 

等で実施している講習会等においても講義を行いました。 

また、第２回コンプライアンスミーティングにおいて、利害関係者との間に 

おけるルールについて題材として取り上げ、全職員に周知徹底を図りました。 

   さらに、部長級以上を対象に、自習研修教材「倫理的な組織風土を構築する

ために」、課長補佐級以上を対象に、「公務員倫理を見つめ直す（本省課長補佐

級職員用）」を提供し、係長級以下の職員には、「国家公務員に求められる倫理

（一般職員用）」を用いた研修を実施しました。 

 

○令和５年度国家公務員倫理月間 
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○ 研修テキスト                 ○ 啓発資料 

 

 

○ 第２回コンプライアンスミーティング 
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  （２） 官庁綱紀保持に関する関係業界団体への協力依頼  

       事業者等の関係業界団体に対しては、引き続き綱紀の保持に関す

る協力を文書により依頼する。 

 

（取組実績） 

   令和５年６月２１日付け「中元期等における綱紀の保持について（依頼）」

及び１１月２９日付け「年末年始等における綱紀の保持の御協力について（依

頼）」により関係業界団体（１５２団体）に対して、国民の疑惑を招くような

行為の自粛について依頼しました。 

   また、発注者綱紀保持の周知を図るため、リーフレット「コンプライアンス

の保持にご協力ください」を、上記の依頼文書に同封しました。 

   さらに、職員に対しても、６月２１日付け及び１１月２９日付けで、利害関

係者から贈与を受けることの禁止、受け取ってしまった場合の速やかな返送

等、綱紀の保持について周知徹底を図りました。 

 

◯ リーフレット 
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 ２ 服務規律の徹底  

    国民全体の奉仕者としての使命を自覚し、厳正な規律と高い倫理観を保

持しつつ、職務に精励することが非常に重要である。しかしながら、公務に

対する国民の信頼を損ねるような一部の公務員による不祥事は未だに後を

絶たない状況であり、服務規律を遵守する意識をより一層徹底することが

求められている。  

    人事課は、理解度チェックの結果も踏まえ、研修等の場を活用して、職員

の意識を高めるための取組を行う。 

 

（取組実績） 

   服務規律については、新任管理職研修及び新任係長研修等の研修において、

研修題材として取り上げ、講義を行いました。 

   また、自習研修教材や啓発資料を活用し、職員への周知徹底を図りました。 

 

○ 研修テキスト               ○ 啓発資料（広報誌） 
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３ ハラスメント防止の徹底  

    令和元年５月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の

一部を改正する法律」が可決され、いわゆる「パワハラ防止法」が成立した。

公務の場においては、令和２年４月に人事院がパワー・ハラスメントの防止、

救済等の措置を講じるための人事院規則１０－１６（パワー・ハラスメント

の防止等）を制定し、同年６月に施行された。  

   ハラスメントは、被害者である職員個人の名誉や尊厳を傷つけ、精神や身

体の健康を害し、職務の能率を低下させ、退職にまで至る場合がある。一方、

職場においても、職場の人間関係を悪化させ、職場の士気を低下させ、公務

の信頼性を失墜させることになりかねない。 

   職員一人一人がハラスメントに関する基本的な知識を持ち、相手を尊重

するとともに、ハラスメントの加害者にならないように留意し、日頃からハ

ラスメントのない職場づくりに努めていくことが非常に重要であり、人事

課は、「セクシュアル・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関す

るハラスメント」及び「パワー・ハラスメント」の防止等について、ハラス

メント講習会を実施するとともに、各種研修等の場も活用して職員に周知

徹底を図る取組を行う。 

     さらに、行政パソコン立ち上がり時にハラスメントの防止に関するメッ

セージの定期的な表示を行うなど職員の意識向上の取組を実施する。 

 

 

（取組実績） 

第４回コンプライアンスミーティングのテーマとして取り上げ、「パワー・

ハラスメントの定義」や「パワー・ハラスメントになり得る言動」について、

意見交換を行い、全職員に周知徹底を図りました。 

研修においては、新任管理職研修、新任係長研修、新規採用職員研修、総務

専門研修、行政基礎（事務・Ⅱ期）研修及びコンプライアンス研修の中で、「セ

クシュアル・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメン

ト」及び「パワー・ハラスメント」について、講義を行いました。 

また、「ハラスメント相談員講習会」のビデオ配信、「ハラスメント講習会」

(一般向け)のビデオ配信及び外部講師による「ハラスメント講習会」（幹部向

け）のビデオ配信を行い、ハラスメント防止の啓発を行いました。 

その他、全職員に向けたポップアップメッセージや啓発資料を活用し、職員

への周知徹底を図りました。 
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○ 第４回コンプライアンスミーティング      ○ハラスメント講習会 

                        

（幹部職員向け）ビデオ配信 

 

（一般職員向け）ビデオ配信 

 
 
 

 
 

○ ポップアップメッセージ                ○ 啓発資料（９月号） 

 

 

 

 

 ３月実施予定 
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 ４ 不当要求行為等への対応の徹底  

    不当要求行為等への対応については、組織的取組を行うことが職員の安

全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するために重要である。 

   調査官（総務）及び港政調整官は、研修等の場を活用し、「不当要求行為

等対策要綱」（平成１３年１月６日国近整訓第９号）に基づく取組内容を職

員に周知徹底する。  

   また、事務所は、警察、暴力団追放センター、弁護士会と連携した講習会

又は意見交換会の場をブロック単位で設けるとともに、関係する職員の積

極的な参加を促す。さらに、不測の事態に備えて、民暴委員会に所属してい

る弁護士と不当要求対応に関する覚書を締結し、相談・対応依頼が行える体

制を整える。 

 

 

（取組実績） 

  １）職員に対する周知徹底 

     今年度も新任管理職研修、新任係長研修、河川管理研修などの研修におい

て、不当要求行為等の講義を実施しました。 

     さらに、各府県ブロックにおいて、府県警察本部、暴力追放運動推進セン

ター、弁護士会の協力を得ての講習会等も７ブロックで実施しました。 

２）府県警察本部、暴力追放運動推進センター、弁護士会との連携 

     管内各府県警察本部、暴力追放運動推進センター、弁護士会と連絡会等を

開催するなど関係機関との連携を強化し、有事の協力体制を確保しました。 

 ３）弁護士との法律相談体制の確立 

     民暴委員会に所属している弁護士と不当要求対応に関する覚書を全事務

所が締結し、相談・対応依頼が行える体制を整えました。 
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５ 行政文書管理の徹底  

    公文書等は、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源であり、

行政文書の作成・保存は国家公務員の本質的な業務そのものであることを

職員一人一人が肝に銘じて職務を遂行することが非常に重要である。 

   総務課及び港政課は、令和４年度の一般監査の実施結果も踏まえ、適正な

行政文書管理について、以下の取組を進める。  

 

（１）行政文書管理に必要な知識の周知徹底 

行政文書の適正な管理に必要な知識を習得・向上させるため、「行政文

書の管理に関するガイドライン」、「国土交通省行政文書管理規則」、「地方

整備局行政文書取扱規則」及び「国土交通省行政文書ファイル保存要領」

等の行政文書管理に関する諸規定について、研修等の場を活用し、職員に

周知徹底する。  

 

（２）電子的管理の推進 

行政文書の紛失や誤廃棄を防止し、確実かつ効果的に行政文書の管理

を実施するため、「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」（平成

３１年３月２５日内閣総理大臣決定）に基づき、行政文書の電子媒体を正

本・原本として体系的に管理することを推進する。 

 
 

（取組実績）  

毎月２３日（国土交通省ふみの日）に文書管理に関するポップアップを表示

させ、文書管理に関する知識の普及及び意識の啓発に努めました。 

また、新規採用研修、新任係長研修、新任管理職研修などの節目となる研修

において、それぞれの役職に応じた内容の文書管理に関する研修を実施したほ

か、国土交通省文書・情報管理月間である１１月には、全職員を対象として「文

書管理ｅラーニング研修」を実施しました。 

さらに、令和５年度コンプライアンス研修では、「文書管理・個人情報保護」

についてコンプライアンスの観点から講義を行い、行政文書の電子化推進と保

存ルールの周知徹底を図りました。 

加えて、全職員を対象とした「職員の能力向上のための講習会（公文書管理）」

の録画映像を内部用ホームページに掲載し、職員がいつでも視聴できる環境に

しているほか、今年度から文書管理担当者向けの研修も実施し、職員のコンプ

ライアンス意識改革を着実に促す取組を実施しております。 
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○ ポップアップメッセージ        ○ 文書管理担当者向け研修 

 
 

 
（３）デジタル技術を用いた行政文書の管理等の徹底 

デジタル技術の進展により、ＳＮＳを活用した情報発信やチャット機能

を用いたやりとりが増加している。それらの情報が行政文書として適切に管

理されるよう、公文書管理法上の取扱いについて、研修等の場を活用し、職

員に周知徹底する。 

 
（取組実績）  

新規採用研修や新任管理職研修などの各種研修の際に、業務として職員相互

間で送受信された電子メールや Teams 等のチャットについての取り扱いを周

知したほか、１１月には本省で作成された Teams 文書管理マニュアルを各部

室・各事務所の副主任文書管理者に配布し、行政文書に該当するチャットにつ

いてはルールに従い適正に管理する必要があることを周知し、職員の意識啓発

に努めました。 

 

○ 研修                 ○ マニュアル 

 

行政文書の具体例

起案文書、事務連絡、会議資料以外でいうと、

職員が電話で業務の連絡の聞き取り内容を

組織内に閲覧したメモ

業務として、職員相互間で送受信された

電子メール、Teams等のチャット

※行政機関がその施策等を一般に周知させることを目的に
作成したものであるため

ケース①

ケース②

ケース③ 施策の広報として作成したパンフレット

8
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Ⅲ 職員のコンプライアンス意識向上の取組手法  

 

 １ コンプライアンスミーティングの実施  

   職員相互間で綱紀保持等についての再確認や意見を出し合う場として、

本局各部・各事務所等は、全職員が参加する「コンプライアンスミーティン

グ」を身近な問題をテーマに年４回開催し、そのうち１回は理解度チェック

とアンケートを実施して開催する。 

   コンプライアンスミーティングの開催にあたっては、単独での課等の所

属単位に限定せず、複数の課等による合同での開催や役職別・年代別での開

催、または、本局幹部職員や事務所長・副所長が参加するなど工夫を凝らし

た方法により実施していく。 

 

（取組実績） 

本局及び全事務所において、コンプライアンスミーティングを年４回実施し

ました。 

   なお、ミーティングに参加できなかった職員（長期休職者等を除く）に対し

ても、所属長が個別に要点を伝えて資料を配布し、意見を聞くことにより、コ

ンプライアンスの意識を醸成するよう努めました。 

 

  ○第１回コンプライアンスミーティング 

    実施時期：令和５年６月６日～７月７日 

    テーマ ：発注者綱紀保持 

（情報の適切な管理、秘密の保持、規程に抵触する事実を確認し

たときの対応） 

 

  ○第２回コンプライアンスミーティング 

    実施時期：令和５年７月３１日～９月１５日 

    テーマ ：公務員倫理 

（利害関係者とは、利害関係者との間における禁止行為、利害関係 

者と共に飲食する場合の届出） 

 

  ○第３回コンプライアンスミーティング 

    実施時期：令和５年１１月１４日～１２月１３日 

    テーマ ：コンプライアンスに関する理解度チェック 

（発注者綱紀保持、公務員倫理・服務、ハラスメント、不当要求、

行政文書管理） 

 

  ○第４回コンプライアンスミーティング 

    実施時期：令和５年１２月２１日～令和６年２月８日 

    テーマ ：パワー・ハラスメント 
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 ２ 研修の実施  

   年月の経過とともに違法性の認識が希薄にならないよう職員が繰り返し

受講できるようにするため、引き続き、近畿地方整備局が主催する原則すべ

ての研修にコンプライアンスの講義を設ける。 

   講義は、研修生同士が意見を出し合い、自分の身近な問題として捉え理解

を深めることができるように、過去の不正事案を題材とした「グループ討

議」、「コンプライアンス研修用ＤＶＤ視聴」や「理解度チェック」等の活用

を図る。また、コンプライアンスの指導者を育成していくため、コンプライ

アンス担当建設専門官及び管理職経験者（新任管理職は除く。）を対象とし

た「コンプライアンス専門課程研修」を実施する。 

 

 

（取組実績） 

  １）コンプライアンスに関する講義 

     令和５年度は、近畿地方整備局が主催する２２研修においてコンプライ

アンスに関する講義を実施しました。 

（受講者：延べ５７４名） 

     また、一部の研修に「グループ討議」や「ＤＶＤ視聴」を取り入れるなど

して、コンプライアンスに関する認識を深められるよう努めました。 

 

 
 

２）専門課程「コンプライアンス研修」 

     令和５年１０月１１日～１３日に、コンプライアンスの指導者を養成す

る専門課程研修を実施しました。 

   （受講者：事務所課長等１９名） 
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 ３ 講習会等の実施  

  （１）オープン講義・ブロック単位の講習会等  

     多くの職員がコンプライアンスについての知見を広められるよう 

「コンプライアンス専門課程研修」では、外部講師を招いたオープン講 

義を設け、研修生以外の職員に対しても広く受講を呼びかける。 

また、各ブロックや各事務所単位で、コンプライアンス啓発のための 

講習会等を積極的に開催していく。 

 

（取組実績） 

  １）外部講師による発注者綱紀保持に関する講義 

      ・令和５年１０月１３日：「入札談合等関与行為防止について」 

       （公正取引委員会近畿中国四国事務所 経済取引指導官） 

      ・令和５年１０月１３日：「外部から見た公務員のコンプライアンス」 

        （発注者綱紀保持担当弁護士） 

     なお、「入札談合関与行為防止について」は、オープン講義として、オ

ンラインによる参加を実施しました。また、当日、受講できない職員用に、

研修動画を内部用ホームページに掲載し、後日、誰でも閲覧できるように

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    外部講師による講義 

 

 

 

                         ブロック講習会 
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２）不当要求対策に関する講習会等 

 

令和 5 年 5 月 30 日 三重県域「不当要求防止対策連絡会」 

（警察、暴追センター、弁護士会） 

令和 5 年 6 月 15 日 「足羽川ダム建設事業に関する不当要求行為等対策連絡会」 

（警察、弁護士会） 

令和 5 年 10 月 20 日 大阪府域「不当要求行為に関する講習会」 

（警察、暴追センター、弁護士会） 

令和 5 年 11 月 1 日  京都府地域「不当要求対策講習会」 

（暴追センター）  
令和 5 年 11 月 14 日 

 

滋賀県域「公共事業等行政対象暴力対策協議会」 

（警察、暴追センター、NEXCO 西日本、（独）水資源機構、滋賀県） 

令和 5 年 11 月 20 日 和歌山県域「暴力団等排除連絡協議会、不当要求等に関する講習会」 

（警察、暴追センター） 

令和 5 年 12 月 8 日 福井県域「暴力団排除・不当要求対策研修会」 

（警察、暴追センター、弁護士会） 

令和 5 年 12 月 11 日 三重県域「三重県不当要求行為等防止対策講演会」 

（警察、暴追センター、弁護士会） 

令和 5 年 12 月 14 日 奈良県域「暴力団等排除連絡協議会、不当要求対策講習会」 

（警察、暴追センター、弁護士会） 

令和 5 年 12 月 25 日 近畿管内「管内不当要求行為対策に関する意見交換会」 

（弁護士会） 

令和 6 年 2 月 22 日 兵庫県域「不当要求対策講習会」 

（警察、暴追センター） 

 

 

３）ハラスメントに関する講習会等 

開催日 内容 

令和５年７月１３日 

～８月１０日 

「ハラスメント相談員講習会」 

ビデオ配信 

令和５年１２月７日 

～令和６年１月３１日 

「ハラスメント講習会」(一般向け) 

ビデオ配信 

令和６年３月１１日 

    ～４月３０日 

「ハラスメント講習会」（幹部向け） 

ビデオ配信 
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４）各ブロックにおける「講習会及び意見交換会」 

 

開 催 日 ブ ロ ッ ク 名 

令和５年 ９月２１日  福井ブロック 

 ９月２８日  兵庫ブロック（９月１５日 豊岡） 

         １０月１８日  滋賀ブロック 

         １０月２７日  京都ブロック 

         １１月１３日  大阪ブロック 

         １１月２１日  奈良・三重ブロック 

     １２月 ２日 和歌山ブロック 

コンプライアンス推進室員の事務所 

巡回時に開催（9/27,28,29・10/5） 

 港湾ブロック 

 

 

   （２） 所属、役職、年齢等の属性ごとの特性に応じた講習会等  

      適正業務管理官その他の取組の実施を中心となって行う者は、理

解度チェックの結果を踏まえ、所属、役職、年齢等の属性（以下「各

属性」という。）ごとに理解度が不足していると認められる内容を中

心に、理解の底上げを図るための取組を実施する。実施方法について

は、ブロック又は事務所単位の講習会に加え、各属性の関係者が参加

する会議等の場を活用し、各属性の職員との意見交換等を通じて当

該属性が置かれている立場や状況等を十分理解し、要点を絞った内

容で説明を行う。また、さらに必要が認められる場合にはアンケート

調査等も追加で実施していく。 

 

（取組実績） 

        ・令和５年９月６日  ：出張所長・建設監督官会議 

        ・令和５年９月～１２月：若手職員との意見交換会 

        ・令和５年４月 

～令和６年３月：期間業務職員を対象にしたＤＶＤ視聴 

 

 

 

 ４ 所内会議等による啓発 

各部、統括防災官、及び、各事務所コンプライアンス・チームは、所内会

議等を通じ、コンプライアンスに対する意識が高まるよう、職員への啓発活

動等を定期的に行う。 

啓発活動に必要な資料については、適正業務管理官等からも、毎月テーマ

を決めて作成し、提供する。 
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（取組実績） 

   毎週１回開催される各事務所の幹部職員で構成される所内会議や、月１回

開催される各事務所の課内会議において、適正業務管理官グループから配布

した資料等を使い、適宜、コンプライアンスの保持に関する注意喚起を行いま

した。 

   適正業務管理官グループから、毎月１回、全国の各官署における公務員の不

祥事事案の報道や、コンプライアンスの保持に関する啓発資料を事務所コン

プライアンス・チームに提供しました。 

 

  ○ コンプライアンス情報（１１月情報） 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 啓発資料（６月号、１０月号） 
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 ５ 「コンプライアンス等情報」の携帯 

   これまで、職員のコンプライアンス意識の徹底及び日々の行動に役立つ

資料として「コンプライアンス等携帯シート」（以下「携帯シート」という。）

を全職員に配布し、携帯させていたが、ぺーパーレス、電子化の流れから、

新たな情報携帯の方法にも取り組む。 

具体的には、ＱＲコードにより情報をスマートフォン等で入手できる名 

刺サイズの「コンプライアンス等携帯カード」（以下、「携帯カード」という。） 

の新設、及び各自が持ち歩くスマートフォン等のデバイスにコンプライア 

ンス情報を電子情報として取り込む方法など、全職員がいずれかの方法に 

より、コンプライアンス等情報を携帯することとする。 

 

（取組実績） 

   令和５年度より、コンプライアンス携帯カードの携帯又はＱＲコードから

情報をダウンロードした各自のスマートフォン等による携帯を基本とし、職

員の希望により従来の携帯シート（冊子）による携帯も選択できることとしま

した。 

また、第１回コンプライアンストレーニングにおいて、「コンプライアンス

等携帯シート」の配付状況について点検、確認しました。 

 

  ○ コンプライアンス等携帯シート・携帯カード 

 

（啓発資料） 
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 ６ 内部用ホームページへの掲載 

   適正業務管理官その他の取組の実施を中心となって行う者は、職員のコ

ンプライアンスに対する理解を深めるため、近畿地方整備局の内部用ホー

ムページにおいて、コンプライアンスに対する考え方から再発防止策に至

るまで必要な情報等を掲載し、職員がいつでも活用できるよう発信する。 

 

（取組実績） 

   コンプライアンス推進体制、再発防止策（関係規則・マニュアル等）、各種

報告制度等、過去の不正事案等を、職員が常時確認できるよう内部用ホームペ

ージに掲載し、情報発信を行っています。  

なお、令和５年度には、トップページに「コンプライアンス」のバナーを設

けたほか、新たに「過去の重大案件と対応概要一覧（表）を掲載しました。 

 

 

 ７ コンプライアンス遵守メッセージの表示  

   職員のコンプライアンスに関する意識向上とその徹底を図るため、全職

員を対象として、行政パソコンの立ち上がり時に、コンプライアンス推進本

部員からのコンプライアンスメッセージを定期的に表示する。 

   メッセージにはより身近なものとして理解できるようにするため、最近

の不正事案等についても周知するように努める。 

 

（取組実績） 

「コンプライアンス推進本部から職員へのメッセージ」を、パソコン立ち上

げ時のホップアップにより表示しました。 

ポップアップには、毎月、設定したテーマに沿ったコンプライアンスの保持 

に関する注意事項等を掲載し、コンプライアンスの意識向上に努めました。 

 

○ 推進本部からのメッセージ 
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  ８ ｅラーニングによる啓発 

   適正業務管理官その他の取組の実施を中心となって行う者は、研修や講

習会等に参加する機会の少ない職員についても、いつでも無理なくコンプ

ライアンスに関する知識を習得できるよう、セルフチェックシートや講習

動画等のｅラーニング教材により、職員一人一人のコンプライアンスに関

する知識の定着と意識の向上を図る。 

 

（取組実績） 

 内部用ホームページに、「理解度チェック」ｅラーニング教材、コンプライア

ンス研修「オープン講義」の動画掲載、「公務員倫理」や「ハラスメント」のｅ

ラーニング教材を掲載し周知しました。 

 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 

   第３回コンプライアンスミーティングにおいて、全職員を対象にして、ｅラ

ーニングシステムを利用した「理解度チェック（設問解答）」を実施しました。 

   また、コンプライアンス全般に関するアンケート調査も実施しました。 

 

○ 理解度チェックの実施結果 

 

 

 

 

 

 

番号 項目 内容 難易度

1 発注者綱紀保持１ 発注事務等の規程上の用語の定義 ★ ☆ 89.6%

2 発注者綱紀保持２ 情報の適切な管理、秘密の保持 ★ ☆ 98.6%

3 発注者綱紀保持３ 事業者との応接方法（例外的な取扱い） ★ ★ 82.4%

4 発注者綱紀保持４ 規程に抵触する事実を確認したときの報告 ★ ☆ 99.1%

5 発注者綱紀保持５ 不当な働きかけに対する対応 ★ ☆ 94.5%

6 公務員倫理・服務１ 服務規律の定義 ★ ☆ 73.2%

7 公務員倫理・服務２ 利害関係者の定義 ★ ★ 57.6%

8 公務員倫理・服務３ 利害関係者との間における禁止行為 ★ ★ 73.0%

9 ハラスメント１ パワー・ハラメントの定義 ★ ☆ 93.2%

10 ハラスメント２ セクシャル・ハラメント等の定義 ★ ☆ 88.1%

11 不当要求１ 不当要求行為への対応方法① ★ ☆ 95.7%

12 不当要求２ 不当要求行為への対応方法② ★ ☆ 99.0%

13 行政文書管理１ 行政文書の作成 ★ ☆ 74.7%

14 行政文書管理２ 行政文書の整理、保存 ★ ★ 61.0%

15 行政文書管理３ 行政文書の定義（デジタル技術を用いた文書） ★ ☆ 78.5%

正答率



- 29 - 
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＜実施結果の分析＞ 

 

■発注者綱紀保持 

事業者との応接において、契約書に基づく提出書類の受け渡しは、発注者 

綱紀保持規程の例外であることの認識が十分でなかった。 

 

  ■公務員倫理・服務 

政治家が事業を行っている場合は利害関係者になり得ること、利害関係者

との間における禁止行為の例外に関する理解が十分でなかった。 

 

  ■行政文書管理 

作成した文書に明白な誤りがあることが判明し、誤りを修正した場合、修

正前の文書の保存期間の取り扱いについての認識が十分でなかった。 
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○ コンプライアンスに関するアンケート 
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○コンプライアンスに関する取組のうち効果があったと思うものとして 

・コンプライアンスミーティング（意見交換） 

・理解度チェック（設問解答） 

が挙げられたことから、今後も、自ら主体となった取組を継続します。 

 

 ○コンプライアンスに関する取組のうち重要と考えるものとして 

・過去の不正事案の概要や再発防止策が最も多かったことから、過去の不正 

事案を基に、コンプライアンスリスクの認識を深める機会を設ける等、不正 

事案を風化させない取組を継続します。 

 

 ○行政文書の管理に関して、知識や認識が足らないと感じる意見が多かった

ことから、引き続き、文書管理のルール等について周知していきます。 

 

 ○発注者綱紀保持規程や倫理規程に関して、理解度チェックの結果の正答率

が低かった設問は、アンケートにおいても、その知識や認識が足らないとす

る意見が多かったことから、発注事務に関する情報の適切な管理、事業者と

の応接方法、利害関係者との間における禁止行為の例外等について、研修等

を通じて、知識の習得に努めていきます。 
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 ９ 退職予定者への周知 

   人事課は、退職後におけるコンプライアンスの徹底を図るため、退職予定

者に対し、コンプライアンスの心構え、入札談合等関与行為の事例、入札談

合等に関与した場合の厳しいペナルティ及び再就職規制等の説明を個別に

行う。 

 

（取組実績） 

   定年退職予定者に対して、再就職規制等の説明を個別に行いました。 

   「定年退職予定者年金・再任用募集要領等説明会」においても、再就職規制 

等について説明しました。 

また、国土交通省元職員による民間企業に対する地位要求行為を踏まえた再 

就職等規制違反に関する再就職等監視委員会による調査結果及びこれを受

けた今後の対応に関することについて職員への周知を行いました。 
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Ⅳ 推進計画の実施状況及び実効性の定期的検証 

 

 １ コンプライアンス推進本部によるモニタリング等 

   コンプライアンス推進本部会議は、コンプライアンス推進責任者等から

事務所におけるコンプライアンスに関する取組状況等を聴取するモニタリ

ングを継続して実施するとともに、聴取した内容を各事務所のコンプライ

アンス推進責任者と共有する。  

   モニタリングでは、「コンプライアンスに対する事務所長としての姿勢」

や「コンプライアンスに関する独自の取組内容、力を入れている取組内容」

等を中心とした内容を聴取するが、画一的にならないよう聴取内容の工夫

を図っていく。 

 

（取組実績） 

コンプライアンス推進本部会議の場を活用して、各回２名のコンプライアン

ス推進責任者（事務所長）から、以下について聴取しました。 

  

１．事務所長としてのコンプライアンスの推進に関する意識 

① どのようにマネジメントを行っているのか、特に力を入れている取組 

② コンプライアンスミーティング及びコンプライアンストレーニングの 

結果の活用 

２．コンプライアンスに関する事務所の取組 

３．応札・受注割合の推移状況等 

 

○ コンプライアンス推進責任者からの取組状況報告 
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 ２ 事務所ごとの応札状況の透明化・情報公開 

   応札状況の透明化・情報公開のため、事務所ごとの年間を通じた一般土木

工事（Ｃ等級）及び港湾土木工事（Ｂ等級）の落札率及び業者別年間受注額・

受注割合について、引き続きホームページで公表する。 

 

（取組実績） 

   令和元年度から令和４年度の事務所ごとの年間を通じた一般土木工事（Ｃ

等級）及び港湾土木工事（Ｂ等級）における受注者ごとの当初契約金額及び受

注割合、令和３年度から令和５年度までの一般土木工事（Ｃ等級）の月別平均

落札率の推移及び年度別平均落札率について、ホームページで公表しました。 

 

◯ ホームページ公表 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ コンプライアンストレーニングの実施  

   各ブロックコンプライアンス・チームは、過去の不正事案に対する再発防

止策等の既定のルールが実践されているかの診断及び職場運営のあり方に

ついての啓発指導を行い、再発防止策の取組等を風化させることのないよ

うに、組織の健康づくりに向けた取組を引き続き実施する。 

 

（取組実績） 

   各種再発防止策の項目の中から、その時期に合った項目を設定し、年３回コ

ンプライアンストレーニングを実施しました。 

    第１回及び第３回は、各ブロックにおける他の事務所の副所長が、当該事務

所において再発防止策等が適正に実施されているか、チェックシートを用い
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て出席者間で確認するとともに、意見交換を行いました。 

     第２回は、各ブロックにおける他の事務所の総務課長が、当該事務所にお

いて再発防止策等が適正に実施されているか、チェックシートを用いて当該

事務所の総務課長との間で確認するとともに、意見交換を行いました。 

  ○第１回コンプライアンストレーニング 

    実施時期：令和５年６月～７月 

    実施内容：①コンプライアンス意識向上の取組 ⑤危機管理 

②コンプライアンスの推進体制    ⑥業務委託の適正化 

③綱紀保持の徹底          ⑦行政文書管理の適正化 

④不当要求行為対応  

 

○第２回コンプライアンストレーニング 

     実施時期：令和５年８月～１０月 

     実施内容：①執務環境の整備等 

②車両管理及び安全運転管理 

③庁舎管理 

④官貸与携帯電話の情報保持 

⑤情報セキュリティ 

 

  ○第３回コンプライアンストレーニング 

     実施時期：令和５年１２月～令和６年２月 

     実施内容：①図面作成業務の適切な執行 

②予算の厳格化 

 

 

 

Ⅴ コンプライアンスへの取組に関する内部監査 

 

 主任監査官は、一般監査において、コンプライアンスに係る事項も監査を行う。 

 

（取組実績） 

   令和５年度近畿地方整備局一般監査実施計画書において、次の事項を重点

監査項目とし、監査を行いました。 

   

 （１）働き方改革の一層の推進に向けたマネジメント改革等に関する取組 

・業務プロセスの改善に向けた取組 

・勤務時間マネジメントの改革に関する取組 

・働く場所と時間の柔軟化 

・仕事と生活の両立支援 

・人材育成及び技術力向上に資する取組 



- 38 - 

 （２）コンプライアンスの徹底に関する取組 

①入札契約事務におけるコンプライアンスの徹底 

・コンプライアンス意識の徹底に関する取組 

・事業者･ＯＢとの接触･対応に関する取組 

・機密情報管理の徹底に関する取組 

・応札･落札状況の分析に関する取組 

・適正な入札契約に関する取組 

②風通しの良い職場環境づくりに関する取組 

・風通しの良い職場環境づくりのための取組 

・ハラスメント防止のための取組 

・メンタルヘルス向上のための取組 

 

 （３）行政文書管理に関する取組 

①行政文書の管理状況 

②電子保存の進捗状況 

 

 （４）危機管理に関する取組 

①業務継続計画の修正、見直し状況及び災害発生時の準備状況 

②建設機械・建設設備関係 

③電気通信施設関係 

 

◯ 一般監査実施状況 
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上記監査を実施した結果、概ね適切に取り組んでいることが確認できた。 

監査項目（２）①機密情報管理の徹底に関して、「情報管理責任者・業務上

取り扱う者指定簿」を確認したところ、「発注事務に関するデータ受渡し用フ

ォルダ」について、アクセスユーザー制限やパスワード設定がなされておら

ず、「業務上取り扱う者」に指定されていない者のアクセスが可能な状態とな

っていた事例が一部見受けられたことから、適切に実施するよう指導しまし

た。 

 

Ⅵ コンプライアンス推進体制 

 

 １ コンプライアンス推進本部 

   コンプライアンス推進本部は、引き続き、近畿地方整備局におけるコンプ

ライアンス等の強化を図るため、コンプライアンス推進計画を作成し、ブロ

ックコンプライアンス・チーム、事務所コンプライアンス・チームに取組を

指示し、同計画の実施の推進を図るとともに、その実効性を確保するために

必要な措置を講じる。 

コンプライアンス推進本部会議は、原則として、毎月１回開催するものと

する。 

 

 

 

 

○コンプライアンス・アドバイザリー委員会（外部有識者委員）

◎ コンプライアンス推進本部 　【委員】 井上 圭吾　弁護士

【本部長】 局長 小西 華子　弁護士

【副本部長】 副局長２名 髙橋 司　　弁護士

【本部員】 総務部長　　　企画部長　　建政部長　　河川部長　　道路部長 吉川 吉衞　国士舘大学防災・救急救助総合研究所客員教授

港湾空港部長　営繕部長　　用地部長　　統括防災官 ※取組状況等の説明 渡邉 直樹　公認会計士・税理士　

【コンプライアンス推進責任者】 事務所長※本部長の求めにより参画
［事務局］　主任監査官

［事務局］ 総務部総務課・港政調整官

○ コンプライアンス推進室 主任監査官

【室長】 総務部長
【室員】 適正業務管理官（庶務統括） 総括調整官２名

調査官（総務） 人事計画官 契約管理官２名
総務課長 企画調査官 技術調整管理官
技術開発調整官 建設産業調整官 河川調査官 主任監査官 港湾空港部技術審査官

道路企画官 港湾空港企画官 港政調整官 入札契約監査官 港湾空港部品質確保室長

営繕調査官 用地調整官 総括防災調整官 監査官（事務）

監査官（技術）

［事務局］ 総務部総務課・港政調整官

（◎＝ブロック統括事務所）

○ブロックコンプライアンス・チーム(７ﾌﾞﾛｯｸ・港湾１ﾌﾞﾛｯｸ）  ・福井ブロック ◎福井河川国道、足羽川ダム、九頭竜川ダム

　【ブロック長】統括事務所副所長（事務）  ・京都ブロック ◎京都国道、福知山河川国道、京都営繕

　　コンプライアンス担当建設専門官等  ・滋賀ブロック ◎滋賀国道、琵琶湖河川、大戸川ダム

　　事務所コンプライアンス・チーム  ・大阪ブロック ◎淀川河川、猪名川河川、大和川河川、大阪国道、浪速国道

　淀川ダム統合管理、近畿技術、近畿道路メンテナンス

 ・兵庫ブロック ◎兵庫国道、姫路河川国道、豊岡河川国道、六甲砂防

　国営明石海峡公園

 ・和歌山ブロック ◎和歌山河川国道、紀南河川国道 

 ・奈良・三重ブロッ ◎奈良国道、木津川上流河川、紀の川ダム統合管理

ク 　紀伊山系砂防、国営飛鳥歴史公園

 ・港湾ブロック ◎神戸港湾、舞鶴港湾、大阪港湾・空港整備、和歌山港湾

○本局各部 ○各事務所 　神戸港湾空港技術調査

　　各部長  　【コンプライアンス推進責任者】事務所長
　防災室・災害対策マネジメント室 　　事務所コンプライアンス・チーム
　　統括防災官 　　：副所長(事務)、副所長(技術)、総務課長等

近畿地方整備局コンプライアンス推進体制　（R4.4～）

推進本部

　三層のコンプライアンス体制　（推進本部・事務所・ブロック）

ブロック

本局・事務所

提 言

説 明

意 見

連 携

取
組
指
示

取
組
報
告

取
組
指
示

取
組
報
告

連
携



- 40 - 

（取組実績） 

コンプライアンスの推進を図るため、コンプライアンス推進室を事務局とし

て、次のとおりコンプライアンス推進本部会議を原則毎月開催し、コンプライ

アンス推進計画に基づく実施状況の把握等を行いました。 

 

○ コンプライアンス推進本部会議議事 

第１回 令和5年4月25日 １．令和５年度近畿地方整備局コンプライアンス推進計画

２．令和４年度第４回コンプライアンスミーティングの実施状況

第２回 令和5年5月30日 １．令和５年度 第１回 コンプライアンスミーティングの実施

２．北海道横断自動車道建設工事に係る不適正事案に関する調査及び
　　再発防止のあり方検討委員会報告書について

３．各事務所長からのコンプライアンス取組状況報告

　　（福知山河川国道事務所、紀南河川国道事務所）

第３回 令和5年6月27日 １．コンプライアンス推進室員による事務所巡回の実施

２．各事務所長からのコンプライアンス取組状況報告

　　（大阪国道事務所、和歌山港湾事務所）

第４回 令和5年7月26日 １．第２回コンプライアンスミーティングの実施

２．各事務所長からのコンプライアンス取組状況報告

　　（舞鶴港湾事務所、近畿道路メンテナンスセンター）

第５回 令和5年9月26日 １．第１回コンプライアンスミーティングの実施結果

２．北海道横断自動車道建設工事に係る不適正事案に関する再発防止策

３．中部地方整備局発注の資材調達等にかかる不正事案に対する再発防止策

４．各事務所長からのコンプライアンス取組状況報告

　　（淀川河川事務所、六甲砂防事務所）

第６回 令和5年10月31日 １．上半期の取組状況　　

２．下半期の取組（案）

３．令和６年度コンプライアンス推進計画策定スケジュール（案）

４．第３回コンプライアンスミーティングの実施

５．各事務所長からのコンプライアンス取組状況報告

　　（浪速国道事務所、兵庫国道事務所）

第７回 令和5年11月28日 １．第２回コンプライアンスミーティングの実施結果

２．各事務所長からのコンプライアンス取組状況報告

　　（紀ノ川ダム統合管理事務所、近畿技術事務所）

第８回 令和5年12月12日 １．第４回コンプライアンスミーティングの実施

２．各事務所長からのコンプライアンス取組状況報告

　　（福井河川国道事務所、木津川上流河川事務所）

第９回 令和6年1月30日 １．第３回コンプライアンスミーティングの実施結果とりまとめ

２．各事務所長からのコンプライアンス取組状況報告

　　（紀伊山系砂防事務所、淀川ダム統合管理事務所）

第１０回 令和6年2月27日 １．令和５年度近畿地方整備局コンプライアンス推進計画の取組状況報告

２．令和６年度近畿地方整備局コンプライアンス推進計画（案）

第１１回 令和6年3月26日 １．令和５年度コンプライアンス・アドバイザリー委員会公表資料

２．令和５年度近畿地方整備局コンプライアンス報告書の策定

３．令和６年度コンプライアンス推進計画の策定
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 ２ コンプライアンス推進室  

   コンプライアンス推進室は、コンプライアンス推進本部の所掌事務を補

佐し、推進計画を効果的・効率的に推進する。  

   コンプライアンス推進室員は、原則２人１組で、分担して１年で全ての事

務所を巡回し、コンプライアンス推進責任者及び事務所コンプライアンス・

チームメンバーと必要な情報共有を図るとともに、意見交換を進める。 

   令和５年度においては、前年度に他地整で発生した不正事案について、新

たな情報があれば提供するとともに、必要に応じて意見交換など行う。 

（取組実績） 

   推進室会議を３回開催（５月、１０月、２月）し、コンプライアンス推進計

画の実施状況についての意見交換、令和６年度コンプライアンス推進計画（案）

の作成等を行いました。 

   また、推進室員１９名が、２名（事務・技術）のチームで全ての事務所（３

４事務所）を巡回し、コンプライアンスの徹底に関する取り組み等について、

コンプライアンス推進責任者（事務所長）及び事務所コンプライアンス・チー

ムメンバー（副所長・総務課長）と情報共有や意見交換を行いました。 

 

 《意見交換のテーマ》 

（１）発注事務に係る法令の遵守及び綱紀の保持 

（２）公務員倫理 

（３）ハラスメント防止 

（４）行政文書管理 

（５）不当要求行為対応等 

（６）その他（事務所独自の取組や風通しの良い職場づくりの工夫等） 

 

○ 令和５年度コンプライアンス推進室員による事務所巡回実績 
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 ３ ブロックコンプライアンス・チーム 

   管内事務所を８ブロックに分割した「ブロックコンプライアンス・チーム」

は、チームメンバー相互の連携、情報共有（コンプライアンスミーティング

及びトレーニングの結果、時宜にかなったコンプライアンス情報、既定のル

ールの周知徹底）、事務所の懸案事項についての意見交換を行い、コンプラ

イアンスの推進強化を図る。また、指導的立場にあるコンプライアンス担当

建設専門官等（ブロックチームの事務局長）は、適正業務管理官が原則毎月

１回開催するコンプライアンス担当建設専門官等会議に参加し、ブロック

内事務所と情報等を共有する。また、ブロック内でコンプライアンスに対す

る意識の啓発活動や運営等を行う。 

 

（取組実績） 

  １）ブロック体制 

     ８ブロック体制とした「ブロックコンプライアンス・チーム」において、

ブロックでの意見交換やコンプライアンストレーニングの実施等の取組を

行いました。 

 

    ○ブロック体制 

      ・福井ブロック    ◎福井河川国道、足羽川ダム、九頭竜川ダム  

      ・京都ブロック    ◎京都国道、福知山河川国道、京都営繕 

      ・滋賀ブロック    ◎滋賀国道、琵琶湖河川、大戸川ダム 

      ・大阪ブロック    ◎淀川河川、猪名川河川、大和川河川、大阪国道

浪速国道、淀川ダム統合管理、近畿技術、近畿

道路メンテナンスセンター 

      ・兵庫ブロック    ◎兵庫国道、姫路河川国道、豊岡河川国道 

六甲砂防、国営明石海峡公園 

      ・奈良・三重ブロック ◎奈良国道、紀伊山系砂防、木津川上流河川 

                  紀の川ダム統合管理、国営飛鳥歴史公園 

      ・和歌山ブロック   ◎和歌山河川国道、紀南河川国道 

      ・港湾ブロック    ◎神戸港湾、舞鶴港湾、大阪港湾・空港整備 

和歌山港湾、神戸港湾空港技術調査 

       （◎は、コンプライアンス担当建設専門官ポストの存するブロック統括 

事務所） 

 

２）コンプライアンス講習会及び意見交換会の開催 

      各ブロックにおいて、発注者綱紀保持、公務員倫理、不当要求対策をテ

ーマに講習会を開催し、あわせて、コンプライアンスに対する意識調査と

して若手職員との意見交換会を実施しました。 
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○ コンプライアンス講習会等  

開 催 日 ブ ロ ッ ク 名 

令和５年 ９月２１日  福井ブロック 

 ９月２８日  兵庫ブロック（９月１５日 豊岡） 

         １０月１８日  滋賀ブロック 

         １０月２７日  京都ブロック 

         １１月１３日  大阪ブロック 

         １１月２１日  奈良・三重ブロック 

     １２月 ２日 和歌山ブロック 

コンプライアンス推進室員の事務所 

巡回時に開催（9/27,28,29・10/5） 

 港湾ブロック 

 

３）コンプライアンス担当建設専門官等会議の開催 

      コンプライアンス担当建設専門官等会議を、原則、毎月１回開催し、コ

ンプライアンス推進本部会議情報やコンプライアンスに関するトピック

等について情報共有を行いました。 

また、コンプライアンス推進に向けた取組に関する課題等について、各 

ブロック（事務所）における実態等を踏まえて意見交換を行いました。 

 

○ コンプライアンス担当建設専門官等会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和5年4月26日 ・令和５年度コンプライアンス推進計画　ほか

・（令和４年度）第４回コンプライアンスミーティングの実施結果

令和5年6月1日 ・第１回コンプライアンスミーティングの実施　ほか

・「北海道横断自動車道建設工事に係る不適正事案に関する調査及び再発防止のあり方
検討委員会報告書」について

・令和３年度人事院年次報告書（倫理法等違反）

令和5年6月29日 ・コンプライアンス推進室員による事務所巡回の実施

・令和４年度人事院年次報告書（倫理法等違反）

令和5年7月27日 ・第２回コンプライアンスミーティングの実施　ほか

令和5年9月27日 ・第１回コンプライアンスミーティングの実施結果

・令和５年度コンプライアンス研修の実施

・北海道横断自動車道建設工事に係る不適正事案に関する再発防止策

・中部地方整備局発注の資材調達等にかかる不正事案に対する再発防止策

令和5年11月1日 ・上半期の取組状況、下半期の取組（案）

・令和６年度コンプライアンス推進計画策定スケジュール（案）

・第３回コンプライアンスミーティングの実施　ほか

令和5年11月29日 ・第２回コンプライアンスミーティングの実施結果

・令和５年度コンプライアンス研修実施結果　ほか

令和5年12月13日 ・第４回コンプライアンスミーティングの実施　ほか

令和6年1月31日 ・第３回コンプライアンスミーティングの実施結果　ほか

令和6年2月28日 ・令和５年度コンプライアンス取組状況報告　ほか

令和6年3月27日 ・令和６年度近畿地方整備局コンプライアンス推進計画決定　ほか
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 ４ 事務所コンプライアンス・チーム 

   副所長、総務課長等で構成される「事務所コンプライアンス・チーム」は、

所内会議等を活用し、職員への再発防止策の周知徹底、フォローアップ、コ

ンプライアンスの日常啓発等事務所におけるコンプライアンス対策の一層

の推進を図る。  

 

（取組実績） 

   各事務所において、コンプライアンス推進責任者（事務所長）又は事務担当

副所長等が、所内会議などを通じて、コンプライアンス全般に関する注意喚起、

再発防止策の周知徹底、コンプライアンスに関する情報提供、又は公務員の不

祥事例の周知及び注意喚起を行いました。 

   また、事務所独自の取組として講習会、勉強会等を実施しました。 

 

 

 

  ５ コンプライアンス・アドバイザリー委員会 

   外部有識者で構成される「近畿地方整備局コンプライアンス・アドバイザ

リー委員会」は、コンプライアンス推進の取組結果及び次年度推進計画等に

ついて委員の意見を伺い、取組等に反映する。なお、万が一不適正な事案が

発生した場合においては、同委員会に調査結果等を報告し委員の意見を伺

い再発防止対策等に反映する。 

 

（取組実績） 

令和６年３月８日に開催し、令和５年度の近畿地方整備局コンプライアンス

推進の取組結果を報告し、適正との評価を得ました。 

また、令和６年度近畿整備局コンプライアンス推進計画（案）に対して、委

員からの助言・意見を踏まえ、令和６年３月２６日に開催した近畿地方整備局

コンプライアンス推進本部において推進計画の決定をしました。 

   なお、今年度は、委員会に報告すべき不適正な事案は発生していません。 
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おわりに 

 

近畿地方整備局では、１０年以上重大な不祥事は発生していません。これは、

風通しの良い職場環境を目指す中で、コンプライアンス推進の取組を職員が継

続的に実施し、その結果、全職員のコンプライアンス保持に関する意識の醸成が

なされた結果であると考えています。 

一方、令和３年度の北海道開発局及び九州地方整備局の発注事務における不

正事案や、令和４年度においても中部地方整備局その他機関で３件の不適正な

事案が発生しています。 

また、理解度チェックでの結果においても、発注者綱紀保持に関する事業者

等との応接方法で、単純な挨拶や書類受け渡しは応接ルールの例外であること

や、公務員倫理に関する利害関係者との間の禁止行為における例外規定など、

正答率が低くなった項目もあり、引き続き、コンプライアンスに関する知識の

定着や意識の向上が求められます。 

特に、他の機関等の不適切な事案を他山の石として、コンプライアンスの保

持を徹底し、公務員としての誇りとともに、職員のコンプライアンスに対する

意識を、より一層醸成することが重要であり、今後、これらの課題への対策を

含め、令和６年度近畿地方整備局コンプライアンス推進計画に基づき、引き続

き、コンプライアンスの推進に努めて参ります。 

 

 

 

 

 

 


